
第３期水俣市まち・ひと・しごと創生
総合戦略（仮称）の策定について
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• ①2014年５月 日本創成会議よりいわゆる「増田レポート」公表

• ②2014年11月～12月 まち・ひと・しごと創生法施行
※本法を踏まえ、まち・ひと・しごと創生本部及びまち・ひと・しごと創生担当大臣設置、

「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」及び
「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を決定
※いわゆる第１期スタート

• ③2019年12月 「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン（令和元年改訂版）」及び
第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を決定

※いわゆる第２期スタート

• ④2020年12月 第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（2020改訂版）を決定

• ⑤2021年11月 デジタル田園都市国家構想の検討開始

• ⑥2022年６月 デジタル田園都市国家構想基本方針を決定

• ⑦2022年12月 デジタル田園都市国家構想総合戦略を決定

日本において東京一極集中の流れに歯止めがかからず推移した場合、若年（20
～39歳）女性人口が２０４０年に５割以上減少する市町村は全国1,799のうち
896にのぼり、「多くの地域は将来消滅するおそれがある」との試算。

新型コロナウイルス感染症の拡大

国の地方創生の動向
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まち・ひと・しごと創生法の概要
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➢テレワークの普及や地方移住への関心の高まりなど、社会情勢がこれまでとは大きく変化している
中、今こそデジタルの力を活用して地方創生を加速化・深化し、「全国どこでも誰もが便利で快適
に暮らせる社会」を目指す。

➢東京圏への過度な一極集中の是正や多極化を図り、地方に住み働きながら、都会に匹敵する情報や
サービスを利用できるようにすることで、地方の社会課題を成長の原動力とし、地方から全国へと
ボトムアップの成長につなげていく。

➢デジタル技術の活用は、その実証の段階から実装の段階に着実に移行しつつあり、デジタル実装に
向けた各府省庁の施策の推進に加え、デジタル田園都市国家構想交付金の活用等により、各地域の
優良事例の横展開を加速化。

➢これまでの地方創生の取組も、全国で取り組まれてきた中で蓄積された成果や知見に基づき、改善
を加えながら推進していくことが重要。

● まち・ひと・しごと創生総合戦略を抜本的に改訂し、2023年度から2027年度までの５か年の新
たな総合戦略を策定。デジタル田園都市国家構想基本方針で定めた取組の 方向性に沿って、各府省
庁の施策の充実・具体化を図るとともに、KPIとロードマップ（工程表）を位置付け。
● 地方は、地域それぞれが抱える社会課題等を踏まえ、地域の個性や魅力を生かした地域ビジョン
を再構築し、地方版総合戦略を改訂。地域ビジョン実現に向け、国は政府
一丸となって総合的・効果的に支援する観点から、必要な施策間の連携をこれまで以上に強化す
るとともに、同様の社会課題を抱える複数の地方公共団体が連携して、 効果的かつ効率的に課題解
決に取り組むことができるよう、デジタルの力も活用した地域間連携の在り方や推進策を提示。

デジタル田園都市国家構想総合戦略の全体像
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（施策の方向性）

• デジタルを活用した地方の社会課題解
決（地方における社会課題の認識に大きな変
化なく、デジタル活用施策を大幅追加）

• デジタル実装の基礎条件整備

第３期水俣市まち・ひと・しごと創生総合戦略（仮称）の改訂

(国)地方版総合戦略の策定の手引き
(R4.12)

R4.12に抜本的な改訂を実施、期間も変更
ただし、まち・ひと・しごと創生法、長期ビジョンの
改訂は無し

【市総合戦略の構成】

• 国総合戦略を踏まえた4つの目標

• 現総合計画に沿った22の基本的方向、50の具体的施策、76のKPI

・デジタル施策を実効的なもの
とするため、推進組織にデジタ
ル分野に精通する有識者を
追加（国手引き）

【R６年度改訂案】

・期間：R７～R10（4年間）
※国改訂の翌年度までに設定

・戦略の構成は踏襲
（目標、基本的方向、具体的施策）

・国県の総合戦略の勘案
（人口ビジョンを内包した「地域の未来予測」の策定）

→ デジタルの力を活用して
・ 地方に仕事をつくる
・ 人の流れをつくる
・ 結婚・出産・子育ての希望をかなえる
・ 魅力的な地域をつくる

・地域ビジョンの設定（＝SDGs未来都市）

国は地方版総
合戦略の早期
改訂を要請
（努力義務）

・関係各課と連携

※デジ田交付金
（推進タイプ、
拠点整備タイ
プ）の交付要件
となる

• 毎年、戦略の内容の見直し・改訂を実施

(国)デジ田総合戦略(R５～R9)

• 総合計画とは別に策定（ただし、具体的な施策・KPIは連携）

• ２期戦略策定以降、これまでに内容の見直し・改訂は行っていない

→ R6年度に総合戦略の全面的な見直し・改訂予定

(市)第2期総合戦略(R2～R6）
(国)第2期総合戦略(R2～R6)

＜推進組織＞

＜庁内＞

＜推進体制＞

まち・ひと・しごと創
生法第9条・第10
条に基づき策定
（努力義務）
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【水俣市地方創生ＳＤＧｓ総合戦略会議スケジュール（予定）】

（７月）

・次期総合戦略策定方針の説明

（１１月）

・第２期総合戦略の総括

（１月）

・次期総合戦略素案の説明

（３月）

・次期総合戦略最終案の説明

第３期水俣市まち・ひと・しごと創生総合戦略（仮称）の改訂

【水俣市地方創生ＳＤＧｓ総合戦略会議】
・１５人の委員と１人の顧問で構成（任期：R5.7.24～R7.7.23）
※地方版総合戦略は、幅広い層の住民をはじめ、産官学金労言士等で構成する推
進組織でその方向性や具体案について審議・検討するなど、広く関係者の意見が
反映されるようにすることが重要。（国手引きから一部抜粋）
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